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第１章 総則 
 
（目的） 
第１条 この規約は、国土交通省が発行するＰＳカードの使用許可申請、使用及び管理等に
関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 
（定義） 
第２条 この規約の中で用いられる用語は、別段の定めがない限り次の各号に定めるとこ
ろによる。 
（１）「出入管理情報システム」とは、港湾法（昭和 25年法律第 218 号。以下「港湾法」

という。）第 48条の４第１項第３号に規定する電子情報処理組織をいう。 
（２）「国際埠頭施設」とは、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法

律（平成 16 年法律第 31号。以下「国際船舶・港湾保安法」という。）第２条第３項
に規定する国際埠頭施設をいう。 

（３）「重要国際埠頭施設」とは、国際船舶・港湾保安法第 29条第１項に規定する重要国
際埠頭施設をいう。 

（４）「重要国際埠頭施設の管理者」とは、前号に定める重要国際埠頭施設を管理運営し
ている管理者をいう。 

（５）「制限区域」とは、国際船舶・港湾保安法第 32 条第５項に基づき、国土交通大臣若
しくは地方整備局長等の承認を受けた埠頭保安規程に定められた制限区域をいう。 

（６）「埠頭指標対応措置」とは、国際船舶・港湾保安法第 29 条第 1項及び同法施行規        
則第 54 条に規定する埠頭指標対応措置をいう。 

（７）「個人識別情報」とは、港湾法第 48条の４第１項第３号に規定する個人識別情報を
いう。 

（８）「ＰＳカード」とは、国土交通省が発行する高度に偽造防止措置が施された身分証
明書であって、出入管理情報システムによる個人識別情報の照合を受けようとする
者が、個人識別情報の照合を受けるために必要なＩＣカードをいう。 

（９）「ＰＳカード使用者」とは、港湾法施行規則第 15条の７第 1項の規定に基づき、国
土交通大臣が定める者を定める告示（国土交通省告示第 1136 号平成 26 年 12 月 10
日）に定める者で、本規約に同意の上、国土交通省からＰＳカードの使用許可を受け
た者をいう。 

（10）「事業所」とは、ＰＳカード使用者が所属する会社等をいう。 
（11）「事業所等」とは、ＰＳカード使用許可申請書の提出に先立ち、規約第１７条に基

づき取りまとめを行う事業所、重要国際埠頭施設が存在する港湾の港湾管理者及び
重要国際埠頭施設の管理者をいう。 

（12）「ＰＳカードリーダー」とは、リーダーその他所要の機能を有する照合機器であ   
って、重要国際埠頭施設に設置する機器をいう。 

（13）「リーダー管理端末」とは、ＰＳカードリーダーで取得する個人識別情報を表示す 
る機能その他所要の機能を有するＰＳカードの照合機器であって、重要国際埠頭施 
設に設置する機器をいう。 

（14）「ＩＤ番号」とは、個々のＰＳカードを特定するために必要な番号として、国土交
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通省が付与するものをいう。 
（15）「本人確認」とは、国際船舶・港湾保安法施行規則第 54 条第２項に掲げる措置の

細目を定める告示（国土交通省告示第 251 号平成 22 年 3 月 30 日。以下「告示」と
いう。）第 1 条第 1 号に規定する身分証明書に記載された本人であることを確認す
ることをいう。 

（16）「所属確認」とは、告示第１条第２号に規定する所属する事業所を確認することを
いう。 

（17）「目的確認」とは、告示第 1 条第３号に規定する立入りの目的について確認する
ことをいう。 

 
（適用範囲） 
第３条 この規約は、ＰＳカードの発行、使用及び管理等に関し、国土交通省、ＰＳカー 
ド使用者、事業所、重要国際埠頭施設が存在する港湾の港湾管理者及び重要国際埠頭施 
設の管理者が遵守すべき事項を定めるものである。 
 

（使用規約の変更） 
第４条 国土交通省は、いつでも本規約を予告なく改定することができるものとし、改定 
された規約の施行日以降は、ＰＳカードの使用については、改定後の規約が適用される
ものとする。 

２ 国土交通省は、この規約の改定については十分な予告期間を設けるものとし、その旨
を国土交通省及び地方整備局並びに北海道開発局（以下「地方整備局等」という。）のホ
ームページで周知するものとする。 

３ 改定された規約は、国土交通省及び地方整備局等のホームページに掲示する。 
 
第２章 ＰＳカードの機能 
 
（ＰＳカードの表示） 
第５条 ＰＳカードの券面には、ＰＳカード使用者の顔写真、氏名、ＩＤ番号、事業所名、
有効期限、主として従事する港湾若しくは重要国際埠頭施設及び主な行動範囲を表示す
る。 

 
（有効期間） 
第６条 ＰＳカードの有効期間は、地方整備局等がＰＳカードを発行した日から５年間と
する。 

２ ＰＳカードの更新手続きを行う場合は、当該ＰＳカードの有効期限の翌日から５年間
とする。 

３ 災害の発生、感染症のまん延その他の国土交通省が認めるやむを得ない場合において、
有効期限までに更新手続きを行えないときは、従前の有効期間は、有効期限を経過した
後も更新手続きがされるまでの間は、なおその効力を有する。 

 
（ＰＳカードに格納される情報） 
第７条 ＰＳカードにはＩＣチップを搭載し、個人識別情報の他、ＰＳカード使用者の氏 
名、ＩＤ番号、事業所名、有効期限、主として従事する港湾若しくは重要国際埠頭施設
名及び主な行動範囲並びに規約第１７条のＰＳカード使用許可申請書に記載された情
報のうち必要な情報を格納する。 

 
（暗号・偽造防止対策） 
第８条 偽造防止の為、ＩＣチップの格納情報に暗号をかけるほか、出入管理情報システ
ムにおいて認証を行うものとする。 

２ ＰＳカードの表面には、ホログラム処理を施すものとする。 
 
（重要国際埠頭施設におけるＰＳカードの使用） 
第９条 ＰＳカード使用者は、重要国際埠頭施設の管理者が当該施設の制限区域への出入
管理に出入管理情報システムを用いる場合において、ＰＳカードを個人識別情報の照合
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を受けるための身分証明書として使用することができる。また、視認により本人確認及
び所属確認を行うための身分証明書として、ＰＳカードを使用することができる。但し、
制限区域への出入の可否については、当該管理者が個別に判断するものとする。 

２ ＰＳカード使用者は、前項の管理者が埠頭指標対応措置の一環として搬出入票等の提
示、ＰＳカードの詳細検査及びその他追加的な保安措置を求めた場合には、これに応じ
なければならない。 

 
（国際埠頭施設におけるＰＳカードの使用） 
第１０条 ＰＳカード使用者は、前条に定める以外の国際埠頭施設の制限区域の出入りに 
際し、当該施設の管理者が認める場合に限り、本人確認及び所属確認を行うための身分 
証明書として、ＰＳカードを使用することができる。但し、制限区域への出入の可否に 
ついては、当該管理者が個別に判断するものとする。 

２ ＰＳカード使用者は、前項の管理者が埠頭指標対応措置の一環として、ＰＳカードの 
詳細検査及びその他追加的な保安措置を求めた場合には、これに応じなければならない。 

 
（ＰＳカードの有効性の確認） 
第１１条 国土交通省はＰＳカードが適正に使用され、重要国際埠頭施設の出入管理が適 
確に行われるよう、ＰＳカードの管理を確実に行うものとする。 

２ 国土交通省は、発行されたＰＳカードのＩＤ番号の有効性を定期的に確認し、ＩＤ番
号毎の有効／失効情報を更新する。また、更新された有効／失効情報を重要国際埠頭施
設の管理者に提供するものとする。 

３ 国土交通省は、ＰＳカード使用者の事業所等への所属関係を確認し、当該者が使用する
ＰＳカードのＩＤ番号の有効性の確認に適切に反映させるものとする。 

４ 国土交通省は、リーダー管理端末において失効したＰＳカードのアクセス記録が確認
された場合、当該アクセスのあったＰＳカード使用者、事業所及び重要国際埠頭施設の管
理者に必要な情報の提供を求めることができるものとする。 

５ 国土交通省は、第２項のＰＳカードの有効性の確認に際し、リーダー管理端末に蓄積さ
れたＰＳカードの使用履歴を利用することができるものとする。 

 
（国土交通省による情報提供） 
第１２条 国土交通省は、ＰＳカードに関してＰＳカード使用者及び事業所等に必要な情 
報を提供するため、国土交通省及び地方整備局等のホームページに情報を掲載する。 
ホームページのＵＲＬ：http://www.mlit.go.jp/kowan/ps_card.html 

２ ＰＳカード使用者又は事業所等は、前項のホームページ等からの情報提供以外に、Ｐ 
Ｓカードの発行、使用等に関し疑義等のある場合は、国土交通省及び地方整備局等に問 
い合わせることができるものとする。なお、問い合わせは、国土交通省及び地方整備局 
等の担当者の執務時間に限るものとする。 

 
第３章 ＰＳカードの使用許可申請 
 
（ＰＳカード使用者の範囲） 
第１３条 ＰＳカードの使用許可申請を行うことができる者は、次表に掲げる者とする。 

ただし、労働者供給事業により供給される者のうち、就労先が第１５条第１項に定める
基準に該当する事業所である者を除く。 
また、過去に本人確認及び所属確認を行うための身分証明書として他人のＰＳカード

及びその他不正なＰＳカード等を使用して国際埠頭施設の制限区域に出入りし、もしく
は、出入りしようとした者のうち、その行為が悪質であると国土交通省が判断した者は除
く。 

 
表－１ 

号 区   分 条  件 

一 出入管理情報システムが設置されている重要国際

埠頭施設が存在する港湾の港湾管理者の業務に従

・「業務に従事する者」とは、

左記の所属事業所等を通じて



 

4 
 

事する者 身元が確認できる者をいう。 

・身元確認は、雇用保険の加

入状況を確認し、常時雇用さ

れていることを確認するもの

とする。但し、役員である等の

正当な理由を有する場合を除

く。 

二 出入管理情報システムが設置されている重要国際

埠頭施設の管理者の業務に従事する者 

三 出入管理情報システムが設置されている重要国際

埠頭施設が存在する港湾において、港湾運送事業を

営む事業者又は港湾運送関連事業を営む事業者の

業務に従事する者 

四 一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運

送事業者の業務に従事する者 

五 出入管理情報システムが設置されている重要国際

埠頭施設の管理者が、当該重要国際埠頭施設の制限

区域内で業務を行う次に掲げる事業者のうち、貨物

流通の効率化のために必要があると認める事業者

の業務に従事する者 

イ 当該重要国際埠頭施設の制限区域内に事業所

が存在する者 

ロ 当該重要国際埠頭施設の管理者との契約で定

めるところにより、当該重要国際埠頭施設の制限

区域内で業務を行う者 

ハ 当該重要国際埠頭施設の制限区域内で輸出入

関連業務を行う者 

 
 
（事業所情報報告書の届出） 
第１４条 ＰＳカードの使用を希望する者で、規約第１３条に該当する者が第１７条の申 
請を行おうとする場合は、当該者を業務に従事させている事業所は、あらかじめ国土交 
通省に対し「事業所情報（変更）報告書」（様式１）の届出を行うものとする。届出先は 
規約第１８条に定める地方整備局等とする。 

２ 重要国際埠頭施設の管理者が、制限区域内で業務を行う事業者のうち、貨物流通の効 
率化のために必要があると認める事業者については当該管理者が各事業者の「事業所情
報（変更）報告書」（様式１）を適宜とりまとめ、副申書を添えて地方整備局等に届け出
るものとする。 

３ 地方整備局等は、事業所情報報告書を受理した場合、次条の条件に該当しない限り、事
業所登録番号を当該事業所に付与する。なお、事業所登録番号の有効期間は５年とする。 

４ 地方整備局等は、当該事業所に事業所登録番号を付与した場合、「事業所登録番号及び
有効期限の通知」を当該事業所（以下「登録事業所」という。）あて送付する。 

５ 登録事業所は、第１項に基づき届出た事業所情報報告書の内容について変更が生じた
場合は、速やかに「事業所情報（変更）報告書」（様式１）の届出を行わなければならな
い。 

６ 登録事業所は、第３項に基づき送付された「事業所登録番号及び有効期限の通知」に記
載された有効期限が到来する前に、事業所情報登録の更新手続きを行わなければならな
い。更新手続きは「事業所情報報告書」の届出をもって行うものとする。なお、更新手続
きが行われない場合は、有効期限の翌日をもって、当該登録事業所の業務に従事する者の



 

5 
 

ＰＳカードはすべて失効するものとする。 
７ 登録事業所は、廃業若しくは許可事業の廃止等、事業所情報を抹消する必要が生じた場
合には、速やかに「事業所情報登録抹消届」（様式１－１）を提出しなければならない。 
 
（事業所登録の基準） 

第１５条 国土交通省は、事業所が次の各号に定める基準に該当する場合には、新たに事業
所登録番号を付与せず、又は事業所に付与した事業所登録番号を一時無効若しくは失効
とする。 
（１）港湾運送事業法（昭和 26 年法律第 161 号。以下「港湾運送事業法」という。）第４

条の許可若しくは同法第 22 条の２の港湾運送関連事業の届出のうち、出入管理情報
システムを設置している港湾に係る許可を受けていない若しくは届出を行っていな
い場合、又は貨物自動車運送事業法（平成元年法律第 83 号。以下「貨物自動車運送
事業法」という。）第３条の許可を受けていない若しくは同法第 35 条第 1 項の許可
を受けていない場合 

（２）港湾運送事業者であって、港湾運送事業法第 22条に規定する事業の停止又は許可
の取り消し処分を受けた場合 

（３）前号の処分が明けた日から６ヶ月が経過していない場合 
（４）貨物自動車運送事業者であって、貨物自動車運送事業法第 33条の規定に基づく許

可の取消し等の行政処分の管轄区域（許可を行った地方運輸局単位）にかかる累積点
数が２１点以上である場合 

（５）前号の状態が明けた日から６ヶ月が経過していない場合 
（６）職業安定法（昭和 22 年法律第 141 号）第 41条に規定する許可の取消し、事業停止

命令又は同法第 48条の３に規定する改善命令を受けている場合 
（７）労働者供給事業者であって、（４）及び（５）に該当する事業所に対して継続的に

労働者の供給を行っていると国土交通省が判断した場合 
２ 国土交通省は、前項各号の基準に該当するため事業所登録番号が一時無効若しくは失
効としていた登録事業所が基準に該当しなくなった場合、当該登録事業所の事業所登録
番号を有効とすることができるものとする。 
 
（登録事業所の協力） 
第１６条 登録事業所は、ＰＳカードの発行及び使用に関し、本規約を遵守するとともに、
ＰＳカードが適正に使用・管理されるよう国土交通省及びＰＳカード使用者と協力す
るものとする。 
 なお、第１１条第３項の規定に基づき国土交通省が実施する確認に際して、ＰＳカー
ド使用者の事業所等への所属関係を確認するための書類として国土交通省が求めるも
のを提出しなければならない。 
 また、労働者供給事業者にあっては、第１５条第１項（７）への該当の有無を確認す
るため、国土交通省の求めに応じて、供給先事業所台帳を提出しなければならない。 

 
 
（申請書の提出） 

第１７条 ＰＳカードの使用を希望する者は、ＰＳカード使用許可申請書（様式５）（以下 
「申請書」という。）を作成し、国土交通省に提出しなければならない。 

２ ＰＳカードの使用を希望する者は、申請書の提出に際し、事前に本規約を熟読の上、 
本規約に同意してＰＳカード使用許可申請を行うものとする。 

３ 申請書の提出にあたっては、登録事業所は、業務に従事する者の申請書をとりまとめ、
次の書類を添付の上、規約第１８条に定める地方整備局等に提出するものとする。 

 （１）「ＰＳカード使用許可申請書の提出について」（様式３） 
 （２）「ＰＳカード使用許可申請書」（様式５） 
 （３）「雇用保険被保険者資格取得確認通知書（事業主通知用）」の写し又はそれに類する

書類として次の各号のいずれかの写し 
   イ 雇用保険被保険者資格取得確認通知書（被保険者通知用） 
   ロ 派遣先管理台帳（派遣労働者の場合） 
   ハ 港湾労働者証（様式５の雇用関係欄に港湾労働者番号を記入する場合） 
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 （４）業務に従事する者であって制度上雇用保険の適用が除外されている者、又は労働者
供給事業による常時供給労働者においては、前号イの通知書に代わり「雇用保険の適
用を受けていない理由について」（様式４－１）を提出すること。その際、雇用保険
に加入していない理由を確認できる次に掲げる書類を添付するものとする。 

   イ 法人の代表者、役員の場合（登記簿謄本（写し）、役員名簿等） 
ロ イに掲げる者のほか、制度上雇用保険の適用が除外されている者の場合（雇用保
険の適用が除外されている理由が確認できるもの） 

 （５）労働者供給事業による常時供給労働者においては、組合員等名簿及び組合員等供給
就労簿 

４ 地方整備局等は、前項３号及び４号に規定する書類により、常時雇用の状況及び雇用保
険に加入していない理由が確認できない場合若しくは当該書類が提出できない場合は、
確認ができるその他の書類の提出を求めることができるものとする。 

５ 地方整備局等は、申請書の内容に不備があった場合は、申請書及び添付書類を第３項の
登録事業所に返却することができるものとする。 

 
（申請書の提出先） 
第１８条 申請書の提出先は、次表のとおりとする。 
 
   表－２ 

申請書の提出者 申請書のとりまとめ者 申請書の提出先 

表－１の第一号に掲

げる者 

重要国際埠頭施設が存在する港

湾の港湾管理者 

重要国際埠頭施設の所在地

を管轄する地方整備局等 

表－１の第二号に掲

げる者 

重要国際埠頭施設の管理者 重要国際埠頭施設の所在地

を管轄する地方整備局等 

表－１の第三号に掲

げる者 

港湾運送事業者若しくは港湾運

送関連事業者 

登録事業所の所在地を管轄

する地方整備局等 

表－１の第四号に掲

げる者 

一般貨物自動車運送事業者若し

くは特定貨物自動車運送事業者 

登録事業所の所在地を管轄

する地方整備局等 

表－１の第五号に掲

げる者 

重要国際埠頭施設の管理者が、

当該重要国際埠頭施設の制限区

域内で業務を行う事業者のう

ち、貨物流通効率化のために必

要があると認める事業者 

重要国際埠頭施設の所在地

を管轄する地方整備局等 

 

 
（申請書の審査） 
第１９条 地方整備局等は、申請書の提出があった場合は、当該申請書を速やかに審査し、 
発行の可否を決定する。 

 
（ＰＳカードの発行及び使用許可書の送付） 
第２０条 地方整備局等は、前条の審査において発行可と判断された者に、登録事業所を経
由して納入告知書を送付する。 

２ 地方整備局等は前項の納入告知書により、規約第２１条に定める使用料及び第２２条
の消費税相当額の支払いが行われたことを確認した後に、「ＰＳカード」を発行するもの
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とする。また、「ＰＳカード使用許可書」（様式７－１）を併せて送付する。 
３ 地方整備局等は、前条の審査の結果ＰＳカードの発行を許可しないと判断した場合は、 
「ＰＳカードの使用許可を行わない理由について」（様式７－２）を登録事業者を経由し 
て、ＰＳカードの使用を希望する者に送付するものとする。 

 
第４章 使用料等 
 
（使用料） 
第２１条 ＰＳカードの使用を希望する者は、ＰＳカードの発行を受ける前に、次項で定 
める使用料を国土交通省に支払わなければならない。 

２ 国土交通省は、ＰＳカードの印刷、発行及び管理等に必要な経費を基礎として、その 
使用状況等を勘案して使用料を定めるものとし、港湾法施行規則第 15 条の３第３項の規 
定に基づき国土交通大臣が定める使用料の額を定める告示（国土交通省告示第 1135 号平 
成 26 年 12 月 10 日）に定めるとおりとする。 

３ 国土交通省は、出入管理情報システムの改良若しくは変更又は物価の著しい変動等使 
用料の変更が必要であると判断した場合、予告なく使用料の変更を行うことができる。 
この場合、前項と同様に変更する使用料を告示するものとする。 

 
（消費税相当額の支払い） 
第２２条 ＰＳカードの使用を希望する者が、使用料を国土交通省に支払う場合には、当 
該使用料の額に消費税法（昭和 63年法律第 108 号）及び同法に関する法令の規定に基づ 
き課税される消費税の額並びに地方税法（昭和 25年法律第 226 号）及び同法に関する法 
令の規定に基づき課税される地方消費税の額（以下「消費税相当額」という。）を併せて 
支払うものとする。 

 
（延滞金） 
第２３条 ＰＳカードの使用を希望する者が、規約第２１条に定める使用料及び規約第２ 
２条に定める消費税相当額（以下「使用料等」という。）をその責めに帰すべき事由によ 
り、納入告知書に記載する支払期限までに支払わない場合には、国の債権の管理等に関 
する法律（昭和 31年法律第 114 号）に基づき、当該支払期限の翌日から支払の日までの 
日数に応じ、当該支払期限までに支払うべき使用料等の合計額に対して、国の債権の管理 
等に関する法律施行令第二十九条第一項本文に規定する財務大臣が定める率で計算した 
金額に相当する延滞金を使用料等に併せて支払うものとする。 

２ 延滞金の額が 100 円未満であるときは、延滞金の支払いを要しないものとする。 
 
（支払方法） 
第２４条 ＰＳカードの使用を希望する者は、地方整備局等が登録事業所を経由して送付 
する納入告知書により、使用料等を支払うものとする。 

２ ＰＳカードの使用を希望する者が、第１項の納入告知書に記載された支払期限の翌日 
から６０日を経過した日までに使用料等を支払わない場合は、地方整備局等は使用許可
を行わないものとする。この場合、地方整備局等は、「ＰＳカードの使用許可を行わない
理由について」（様式７－２）を当該登録事業所を経由してＰＳカードの使用を希望する
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者に送付する。 
３ ＰＳカードの券面変更又は破損、紛失等に伴う再発行時の使用料等にかかる納入告知 
書についても、登録事業所を経由して、再発行を認めた者に送付する。 

４ ＰＳカードの再発行時において、第２項及び規約第２１条、第２２条及び第２３条の 
規定を準用する。 

 
（使用料等支払いに係る事業所の協力） 
第２５条 登録事業所は、ＰＳカードの使用を希望する者の使用料等の支払いが、円滑に 
行われるよう努めなければならない。 

 
（使用料等の返還） 
第２６条 国土交通省は、ＰＳカードの使用料等については、支払い後いかなる理由があ 
っても返還は行わない。 

 
第５章 ＰＳカードの引渡、変更等 
 
（引渡） 
第２７条 地方整備局等はＰＳカードの印刷完了後、速やかに当該ＰＳカードの使用を希 
望する者に登録事業所を経由して、ＰＳカード使用許可書（様式７－１）及びＰＳカー 
ドを送付するものとする。 

２ 前項において、地方整備局等からＰＳカード使用許可書（様式７－１）及びＰＳカー 
ドを受け取った登録事業所は、自らが申請書をとりまとめたＰＳカードの使用を希望す 
る者に対し、ＰＳカード等を引き渡すものとする。 

３ 第１項の送付を受けた登録事業所は、ＰＳカード使用者に「ＰＳカード受領書」（様式 
８の別添）に記名押印させ、「ＰＳカード受領書の提出について」（様式８）と合わせて 
ＰＳカードを発行した地方整備局等に、直ちに提出しなければならない。 

４ 地方整備局等は、ＰＳカードを発送した日から３０日を経過しても当該登録事業所か
ら受領書の提出がない場合、ＰＳカードの受領が行われなかったものとみなし、当該ＰＳ
カードを失効させることができるものとする。なお、この場合当該登録事業所に事前に通
知を行うものとする。 

５ 前項の規定により失効したＰＳカードは、地方整備局等が「ＰＳカード受領書」（様式 
８の別添）及び「ＰＳカード受領書の提出について」（様式８）の提出を確認できた場合
には、有効化することができるものとする。 

 
（引渡後の瑕疵担保等） 
第２８条 前条第２項においてＰＳカード使用者又は登録事業所が受領したＰＳカードの
券面に誤り・印刷異常があった場合には、ＰＳカードを登録事業所が受領した日から２週
間以内に、瑕疵があった旨を当該地方整備局等に連絡するものとする。 

２ 前項において原則として２週間を超えた場合は、地方整備局等に瑕疵担保請求を行う 
権利を放棄したものとする。 

３ 地方整備局等は第１項の連絡を受けた後、当該ＰＳカードに係るＰＳカード使用許可 
申請書と照らし、入力間違い、印刷不良その他地方整備局等の瑕疵が明らかな場合に限 
り、当該ＰＳカードを無償で交換するものとする。 

４ ＰＳカードが出入管理情報システムと正常に通信しないことが判明した場合、ＰＳカ 
ード使用者は地方整備局等に連絡するものとする。 

５ 地方整備局等は、前項の連絡のあったＰＳカードについて、ＰＳカード使用者に使用 
及び保管上の瑕疵がなく、かつＰＳカードに破損等が確認されなかった場合に限り、当 
該ＰＳカードを無償で交換するものとする。但し、前項の連絡のあった日がＰＳカード 
を発行した日から原則として１年を超えない場合に限るものとする。 

 
（事業所情報及びＰＳカードの変更手続き） 
第２９条 ＰＳカード使用者及び登録事業所は、申請書類等に記載された内容等に変更が
生じた場合は、変更の手続きを行わなければならない。 

２ 登録事業所は、規約第１４条第５項に基づき「事業所情報（変更）報告書」（様式１）



 

9 
 

の届出を行った場合において、規約第５条のＰＳカードの表示に変更を生じる場合は、Ｐ
Ｓカードの有償交換となるため、規約第３７条の規定に基づき返納の手続きを同時に行
うものとする。 

３ 重要国際埠頭施設の管理者が副申書を提出した場合において、当該副申書に記載した
内容に変更が生じた場合は、当該管理者は変更の報告書を提出するものとする。この場合
において、規約第１４条第２項の規定を準用する。 

４ 登録事業所は、規約第１４条第７項の規定に基づき「事業所情報登録抹消届」（様式１
－１）を提出した場合は、規約第３７条の規定に基づき直ちに返納の手続きを行うものと
する。 

５ ＰＳカード使用許可申請書の内容に変更が生じた場合は、ＰＳカード使用者は、規約第
１７条の当初申請時と同様の手続きにより、「ＰＳカード使用許可（変更）申請書」（様式
５）等の必要書類を、登録事業所を経由して申請するものとする。また、本変更手続きに
おいて、「氏名」「主として従事する港湾等」「制限区域内での主な行動範囲」に変更を生
じる場合は、ＰＳカードの有償交換となるため、規約第３７条の規定に基づき返納の手続
きを同時に行うものとする。 

６ ＰＳカード使用者が他事業所への転勤等、事業所登録番号に変更が生じる場合は、転勤
前の登録事業所を経由して、規約第３７条の規定に基づきＰＳカードを返納し、新たな転
勤先等の登録事業所を経由して、新規に「ＰＳカード使用許可申請書」を提出するものと
する。 

 
第６章 ＰＳカードの管理 
 
（善管注意義務） 
第３０条 ＰＳカード使用者は、本規約を遵守しなければならない。 
２ ＰＳカード使用者は、ＰＳカードについて、善良な管理者の注意をもって管理し、適 
正な使用に努めなければならない 

３ ＰＳカードの維持に要する費用は、ＰＳカード使用者が負担するものとする。 
 
（亡失時の連絡） 
第３１条 ＰＳカード使用者は、ＰＳカードを亡失したときは、ＰＳカードの発行を受けた
地方整備局等に直ちに「ＰＳカード亡失報告書」（様式１３）を提出しなければならない。
この場合、登録事業所は「ＰＳカード亡失報告書の提出について」（様式１２）を添えて
報告するものとする。また、当該地方整備局等から指示があった場合は、その指示に従わ
なければならない。 

 
（使用権利の譲渡・継承の禁止） 
第３２条 ＰＳカード使用者は、本規約に基づくＰＳカードを使用する権利について、他人
への譲渡若しくは継承してはならない。 

 
（転貸の禁止） 
第３３条 ＰＳカード使用者は、本人以外の者にＰＳカードを貸与又は担保に供してはな
らない。 

 
（目的外使用の禁止） 
第３４条 ＰＳカード使用者は、発行されたＰＳカードを規約第９条及び第１０条に掲げ
る目的以外に使用してはならない。 

 
（改造等の禁止） 
第３５条 ＰＳカード使用者は、発行されたＰＳカードについて、いかなる改造、改変等も
行ってはならない。 

 
（登録事業所による監督） 
第３６条 登録事業所は、規約第１７条に基づき申請書をとりまとめたＰＳカード使用者
が、本規約を遵守しＰＳカードを適正に使用・管理するよう監督するものとする。 
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（ＰＳカードの返納義務） 
第３７条 ＰＳカード使用者は、次の各号に該当する場合には、ＰＳカードの発行を受けた
地方整備局等に「ＰＳカード返納書」（様式１０）を添えて、直ちにＰＳカードを返納な
ければならない。この場合、登録事業所は「ＰＳカード返納書の提出について」（様式９）
を添えて、取りまとめたＰＳカードを返納するものとする。 

（１）ＰＳカードの有効期限を経過した場合 
（２）ＰＳカード使用者本人が退職若しくは解雇された場合 
（３）ＰＳカード使用者の所属する事業所が倒産、廃業若しくは許可事業を廃止等した場合 
（４）ＰＳカード使用者の所属する事業所が変わった場合（人事異動等） 
（５）ＰＳカードの破損等により、機能が損なわれた場合 
（６）ＰＳカードの不正使用若しくは行政処分の基準に該当した場合で、国土交通省から返

納を命ぜられた場合 
（７）ＰＳカードの券面の表示事項に変更があった場合 
２ 国土交通省は、前項各号に該当しながらＰＳカードが返納されない場合、直ちに当該 
ＰＳカードを失効させることができるものとする。 

３ ＰＳカードの返納に要する費用は、ＰＳカード使用者が負担するものとする。 
４ ＰＳカード使用者が死亡若しくは失踪等により、本人からの返納ができない場合は、 
当該ＰＳカード使用者が所属する登録事業所が回収に努め、返納するものとする。また、 
回収ができない場合は、当該登録事業所が当該ＰＳカード使用者に代わって、ＰＳカー 
ド亡失報告書（様式１３）を提出するものとする。 

 
（継続使用時の手続き） 
第３８条 ＰＳカード使用者は、発行されたＰＳカードの有効期限を経過した後もＰＳカ 
ードを引き続き使用することを希望する場合は、ＰＳカードの発行を受けた地方整備局 
等に新たにＰＳカード使用許可申請書を提出するものとする。 

２ 地方整備局等は、前項の申請書を受理した場合、ＰＳカード再発行のための審査を行 
うものとし、その手続は規約第１７条から第２６条の新規発行の手続きを準用する 

３ 地方整備局等は、継続使用のためＰＳカード使用者に新たなＰＳカードを発送した場 
合は、発送した日から１０日経過した後、ＰＳカード使用者がそれまで使用していたＰ 
Ｓカードを失効させることができるものとする。 

４ 継続使用のため、ＰＳカードの有効期限までに新たなＰＳカードを受領した場合は、 
それまで使用していたＰＳカードを地方整備局等に返納するものとする。新たなＰＳカ 
ードを発送した日から３０日以内に、それまで使用していたＰＳカードが返納されな 
った場合には、地方整備局等は新たに発行したＰＳカードを失効させることができるも 
のとする。 

５ 前項の規定により失効した新たなＰＳカードは、地方整備局等がそれまで使用してい
たＰＳカードが返納されたことを確認できた場合には、有効化することができるものと
する。 
 
（行政処分に伴う返納） 
第３９条 登録事業所は、行政処分等により規約第１５条第１項の基準に該当した場合

には、 
常時雇用する者又は指揮命令する派遣労働者、出向者のＰＳカードをとりまとめ、Ｐ 
Ｓカードの発行を受けた地方整備局等に返納しなければならない。 

２ 地方整備局等は、第１５条第２項の規定により、事業所登録番号が有効化された場 
合で、当該登録事業者からその旨の申し出があった場合には、返納されたＰＳカード 
の有効期限が到来していないことを確認の上、当該ＰＳカードを再度送付するものと 
する。 

 
（使用許可の取消） 
第４０条 国土交通省は、次の各号に該当する場合、ＰＳカードの使用許可を取消し、 
ＰＳカード使用者に対し返納を命じることができるものとする。 
（１）ＰＳカード受領書を提出しない場合 
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（２）ＰＳカードを目的外使用した場合 
（３）ＰＳカードを改造、改変した場合 
（４）ＰＳカードを第三者へ貸与等した場合 
（５）ＰＳカード使用者がＰＳカードを故意に破損、紛失した場合 
（６）ＰＳカード使用者若しくは登録事業所が本規約に違反した場合 

２ 国土交通省は、前項の規定に該当する場合、直ちに当該カードを失効させることができ
るものとする。 

３ 第１項に該当するＰＳカード使用者及び当該使用者の所属する登録事業所は、直ちに
ＰＳカードの発行を受けた地方整備局等に返納しなければならない。 

４ 国土交通省は、第１項に該当するＰＳカード使用者及び当該使用者の所属する登録事 
業所がＰＳカードを返納しない場合は、ＰＳカードの発行を制限又は停止及び当該事業
所を経由して発行されたすべてのＰＳカードを失効又は返納させることができるものと
する。 

５ 国土交通省は、第１項各号の行為が特に悪質であると判断したときは、その程度に応じ
て、直ちに当該カード使用者の所属する事業所を経由して発行された全てのＰＳカード
を失効又は返納、もしくは、当該事業所に付与した事業所登録番号を一時無効又は失効さ
せることができるものとする。 

 
（ＰＳカード使用者の賠償責任） 
第４１条 本規約の範囲外の用途にＰＳカードを使用した結果生じた損害については、Ｐ 
Ｓカード使用者が一切の責任を負うものとする。 

２ ＰＳカード使用者がＰＳカード返納の義務を怠ったことにより生じた第三者によるな 
りすまし、国際埠頭施設の管理者の誤判断等による損害については、当該ＰＳカード使 
用者が一切の責任を負うものする。 

 
第７章 免責事項 
 
（国土交通省の免責事項） 
第４２条 国土交通省は、以下の事由によってＰＳカード使用者又は第三者が被ったあら 
ゆる損害について一切の責任を負わないものとする。 
（１）ＰＳカード使用者による出入管理情報システムの使用 
（２）出入管理情報システムを設置していない国際埠頭施設におけるＰＳカードの使用 
（３）出入管理情報システムの故障、停止 

 
 

第８章 雑則 
 
（国土交通省による秘密の保持、個人情報の取扱） 
第４３条 本規約において個人情報とは、特定の個人が識別され、又は識別されうるＰＳカ
ード使用者に関する情報をいう。 

２ 国土交通省は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 58 
号）に基づき、ＰＳカードの使用目的を次の各号のとおり定める。取得した個人情報は、 
使用目的の範囲内で適正に取り扱うものとする。 

 （１）ＰＳカードの発行、変更、使用停止、取消の審査 
（２）埠頭指標対応措置の実施に当たり、制限区域に人又は車両が正当な理由なく立ち 

入ることを防止するための本人確認、所属確認及び目的確認その他の措置に必要と 
なるＰＳカードを用いて行う以下の照合行為 
イ 出入管理情報システムによる照合 
ロ 視認による照合 

（３）ＰＳカードの申請者、ＰＳカード使用者に対するＰＳカード及び出入情報管理シス
テムに関する連絡、通知  

３ 国土交通省は、次の各号に定める場合を除き、取得した個人情報を第三者に提供しない
ものとする。 
（１）法令の定めに基づき提供しなければならない場合 
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（２）ＰＳカード使用者の同意を得て行う場合 
（３）国土交通省が秘密保持義務を課している業務委託先に対して、ＰＳカードの発行、

管理等を行わせるための情報提供 
 （４）国の機関又は地方公共団体が法令に定める事務を遂行することに対して協力する必

要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼ
すおそれがあるとき 

 
（合意管轄裁判所） 
第４４条 本規約にかかる訴訟の必要が生じた場合、訴訟を起こす相手である国土交通省 
及び規約第１７条の規定に基づき申請書を提出した地方整備局等の所在地を管轄する地 
方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとする。 

 
 
 
附則 
 
（施行日） 
第１条 本規約は、平成２７年１月１日から施行する。 
 
（発行済みのＰＳカードの扱い） 
第２条 平成２７年１月１日以前に発行されたＰＳカードについては、本規約施行日以降 
は、本規約に基づき発行されたものとみなすものとする。 

 
 
 
附則 （平成 28 年４月１日 国港海第 243 号） 
 
（施行日） 
本規約は、平成２８年７月１日から施行する。 
 
（発行済みのＰＳカードの扱い） 
第２条 平成２８年７月１日以前に発行されたＰＳカードについては、本規約施行日以降 
は、本規約に基づき発行されたものとみなすものとする。 

 
 
 
附則 （平成 29 年３月３１日 国港海第 260 号） 
 
（施行日） 
本規約は、平成２９年４月１日から施行する。 
 
（発行済みのＰＳカードの扱い） 
第２条 平成２９年４月１日以前に発行されたＰＳカードについては、本規約施行日以降 
は、本規約に基づき発行されたものとみなすものとする。 

 
 
 
附則 （令和２年４月１日 国港海第 286 号） 
 
（施行日） 
本規約は、令和２年４月１日から施行する。 
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（発行済みのＰＳカードの扱い） 
第２条 令和２年４月１日以前に発行されたＰＳカードについては、本規約施行日以降 
は、本規約に基づき発行されたものとみなすものとする。 

 
 
附則 （令和５年３月 29 日 国港海第 460 号） 
 
（施行日） 
本規約は、令和５年４月１日から施行する。 
 
（発行済みのＰＳカードの扱い） 
第２条 令和５年４月１日以前に発行されたＰＳカードについては、本規約施行日以降 
は、本規約に基づき発行されたものとみなすものとする。 

 
 


